
大館市集落支援員（兼任）活動内容説明書 

 

１ 目的（趣旨） 

大館市では、住民自身が地域の現状や課題を把握し、行政と協働した地域の維持

及び活性化に必要と認められる施策を実施するため、大館市集落支援員設置要綱に

基づき、集落支援員(以下、「支援員」という。)を設置する。 

 

２ 支援員の活動内容 

支援員は、市、町内会等と連携して次に掲げることを任務とし、遂行する。 

⑴ 地域の状況の調査及び課題の整理に関すること。 

⑵ 地域の維持・活性化についての話し合いに関すること。 

⑶ 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。 

⑷ 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。 

⑸ その他市長が必要と認めること。 

 

３ 活動期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

４ 報酬等 

⑴ 大館市集落支援員設置要綱第３条に規定する業務について、町内会等へ委託

する。 

⑵ 委託に当たって、町内会等と業務委託契約を締結し、当該契約に基づき委託

料の支払いを行う。 

⑶ 支援員の費用弁償は委託料に含むものとする。 

 

５ その他 

⑴ 活動中に知り得た業務上の秘密については、本事業の実施期間中か否かに関

わらず、第三者に漏らしてはならない。 

⑵ 活動中の進捗等に関して、支援員の活動内容に規定する業務の履行状況を活

動状況報告書に記録し、市長が定める期日までに書面で報告しなければならな

い。 

⑶ 本活動内容説明書に定めのない事項については、協議の上決定するものとす

る。 


